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臨時休業期間中の授業の実施について（ご連絡） 

 

保護者の皆様におかれましては、平素より本校の教育活動に対しましてご理解とご協力をたまわ

りありがとうございます。 

新型コロナウィルス感染症拡大防止対策として、国から全国一律に発令された「緊急事態宣言」

が５月１４日に香川県を含む３９県において解除されました。 

つきましては、下記の点に留意しながら、授業を再開することといたしましたので、生徒ならび

に保護者の皆さまにおかれましては、ご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。 

なお、新型コロナウイルス感染症については、日々状況が変化しており、新たな対応がありまし

たら再度ご連絡いたします。 

 

記 

 

１ 授業実施日について   

（１）５月２５日（月）から５月２９日（金）までの週（Ａ週）に実施します。 

（２）１クラスを２つに分けて、午前と午後の分散登校とします。 

   午前中：出席番号奇数の生徒  午後：出席番号偶数の生徒 

   （但し、５月２７日(水)１年生のみ午前偶数、午後奇数） 

（３）各学年の授業実施日は次のとおり 

１年生：５月２５日（月）、２７日（水）、２９日（金）の３日間 

    ２年生：５月２６日（火）、２８日（木）の２日間 

    ３年生：５月２５日（月）から２９日（金）までの５日間 

※ 日課や時間割の詳細については、本校ＨＰ臨時のページに掲載します。 

 

２ 感染症の予防について 

（１）朝、必ず検温を行い、発熱、のどの痛み、咳など風邪の症状がある場合は、登校しないよ

うお願いします。 

（２）マスクを必ず着用し、手洗いや咳エチケットを励行ください。 

（３）教室の２方向のドア・窓を開け、換気を実施します。 



 

３ 部活動再開について 

（１）部活動について、６月１日（月）から再開可能とします。 

（２）当面の間は、自校での活動（学校単位・通常の練習場所での活動）で、活動時間を２時間程度と

します。合宿や他校との合同練習、練習試合、遠征、大会参加などは避け、これらの実施について 

は、後日改めて県教育委員会より通知があります。 

 

※なお、部活動再開に向けて以下の点に留意してください。 

（１）①換気の悪い密閉空間、②多くの人が密集、③近距離での会話や大声での発声、という３つの条

件が同時に重なることのないようにする。 

（２）参加については、本人及び保護者の意思を尊重する。 

（３）登校前の自宅での検温を指導し、発熱等の風邪の症状がみられるときは登校させないことや、手

洗い、咳エチケット等の徹底を行う。教職員等も同様とする。 

（４）臨時休業中は活動していないことから、生徒の体力や技術面にも不安があるため、段階を踏んで

計画的に活動する。 

（５）部活動の再開後、本県において感染者が確認された場合は、検討のうえ部活動実施を自粛するこ

ともあります。 


